
政務活動費の交付の方法  

 

 

神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例第６条第１項の規定

により会派届の提出がありましたので、同条例第７条第４項の規定に

より次のとおり公示します。  

 

  令和５年５月17日 

             神奈川県議会議長 加   藤   元   弥 

１ 会派の名称 

    自由民主党神奈川県議会議員団  

 

２ 政務活動費の交付の方法 

    会派に交付する方法  

 

 



政務活動費の交付の方法  

 

 

神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例第６条第１項の規定

により会派届の提出がありましたので、同条例第７条第４項の規定に

より次のとおり公示します。  

 

  令和５年５月17日 

             神奈川県議会議長 加   藤   元   弥 

１ 会派の名称 

    立憲民主党・かながわクラブ神奈川県議会議員団  

 

２ 政務活動費の交付の方法 

    会派に交付する方法  

 

 



政務活動費の交付の方法  

 

 

神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例第６条第１項の規定

により会派届の提出がありましたので、同条例第７条第４項の規定に

より次のとおり公示します。  

 

  令和５年５月17日 

             神奈川県議会議長 加   藤   元   弥 

１ 会派の名称 

    かながわ未来神奈川県議会議員団  

 

２ 政務活動費の交付の方法 

    会派に交付する方法  

 

 



政務活動費の交付の方法  

 

 

神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例第６条第１項の規定

により会派届の提出がありましたので、同条例第７条第４項の規定に

より次のとおり公示します。  

 

  令和５年５月17日 

             神奈川県議会議長 加   藤   元   弥 

１ 会派の名称 

    立憲民主党神奈川県議会議員団  

 

２ 政務活動費の交付の方法 

    会派に交付する方法  

 

 



政務活動費の交付の方法  

 

 

神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例第６条第１項の規定

により会派届の提出がありましたので、同条例第７条第４項の規定に

より次のとおり公示します。  

 

  令和５年５月17日 

             神奈川県議会議長 加   藤   元   弥 

１ 会派の名称 

    公明党神奈川県議会議員団  

 

２ 政務活動費の交付の方法 

    会派に交付する方法  

 

 



政務活動費の交付の方法  

 

 

神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例第６条第１項の規定

により会派届の提出がありましたので、同条例第７条第４項の規定に

より次のとおり公示します。  

 

  令和５年５月17日 

             神奈川県議会議長 加   藤   元   弥 

１ 会派の名称 

    日本維新の会神奈川県議会議員団  

 

２ 政務活動費の交付の方法 

    議員に交付する方法  

 

 



政務活動費の交付の方法  

 

 

神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例第６条第１項の規定

により会派届の提出がありましたので、同条例第７条第４項の規定に

より次のとおり公示します。  

 

  令和５年５月17日 

             神奈川県議会議長 加   藤   元   弥 

１ 会派の名称 

    日本共産党神奈川県議会議員団  

 

２ 政務活動費の交付の方法 

    会派に交付する方法  

 

 



政務活動費の交付の方法  

 

 

神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例第６条第１項の規定

により会派届の提出がありましたので、同条例第７条第４項の規定に

より次のとおり公示します。  

 

  令和５年５月17日 

             神奈川県議会議長 加   藤   元   弥 

１ 会派の名称 

    わが町  

 

２ 政務活動費の交付の方法 

    議員に交付する方法  

 

 



政務活動費の交付の方法  

 

 

神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例第６条第１項の規定

により会派届の提出がありましたので、同条例第７条第４項の規定に

より次のとおり公示します。  

 

  令和５年５月17日 

             神奈川県議会議長 加   藤   元   弥 

１ 会派の名称 

    神奈川を変える港南の会  

 

２ 政務活動費の交付の方法 

    議員に交付する方法  

 

 



政務活動費の交付の方法  

 

 

神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例第６条第１項の規定

により会派届の提出がありましたので、同条例第７条第４項の規定に

より次のとおり公示します。  

 

  令和５年５月17日 

             神奈川県議会議長 加   藤   元   弥 

１ 会派の名称 

    県政会  

 

２ 政務活動費の交付の方法 

    議員に交付する方法  

 

 



政務活動費の交付の方法  

 

 

神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例第６条第１項の規定

により会派届の提出がありましたので、同条例第７条第４項の規定に

より次のとおり公示します。  

 

  令和５年５月17日 

             神奈川県議会議長 加   藤   元   弥 

１ 会派の名称 

    創和会  

 

２ 政務活動費の交付の方法 

    議員に交付する方法  

 

 



政務活動費の交付の方法  

 

 

神奈川県議会政務活動費の交付等に関する条例第６条第１項の規定

により会派届の提出がありましたので、同条例第７条第４項の規定に

より次のとおり公示します。  

 

  令和５年５月17日 

             神奈川県議会議長 加   藤   元   弥 

１ 会派の名称 

    神奈川ネットワーク運動  

 

２ 政務活動費の交付の方法 

    議員に交付する方法  

 

 


